
規

則

掛
金
払
込
期
間

加
入
日

(加
入
の
効
力
発
生
の
日
)

加
入
者
の
扶
養

す
る
心
身
障
害

者

加
入
者

生
年
月
日

ふ
り
が
な

氏
名

生
年
月
日

ふ
り
が
な

氏
名

年
月

日
～

年
月

日

年
月

日

年
月

日

年
月

日

加
入

番
号

第
号

福
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
障
害
者
自

立
支
援
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
へ
き
地
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
三
十
二
号

福
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則(

昭
和
五
十
四
年
福
島
県
規
則
第
六
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

加
入
申
込
者
の
健
康
状
態
等
に
係
る
告
知
に
関
す
る
書
類
で
知
事
が
指
定
す
る
も
の

第
一
条
第
一
項
第
五
号
中｢

(

第
五
号
様
式)

｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中｢

申
込
者
告
知
書｣

を

｢

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類｣

に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
添
付
書
類
１
の
�
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

�
加
入
申
込
者
の
健
康
状
態
等
に
係
る
告
知
に
関
す
る
書
類
で
知
事
が
指
定

す
る
も
の

第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
２
号
様
式
削
除

第
三
号
様
式
中｢免

疫
機
能
｣

を｢免
疫
・
肝
臓
機
能
｣

に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
５
号
様
式
削
除

第
八
号
様
式(

表
面)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
８
号
様
式
(第
２
条
関
係
)

(表
面
)

福
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度

加
入

証
書

あ
な
た
は
､
福
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
(昭
和
45年
福
島
県
条
例
第
13号
)
の
規

定
に
基
づ
き
下
記
の
と
お
り
福
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
を
証
し
ま

す
｡

年
月

日
福
島
県
知
事

印□

第
八
号
様
式(

裏
面)
９
中｢県

保
健
福
祉
部
自
立
支
援
領
域
障
害
者
支
援
グ
ル
ー
プ
｣

を｢県
保

健
福
祉
部
自
立
支
援
総
室
障
が
い
福
祉
課
｣

に
改
め
る
。
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

○
福
島
県
へ
き
地
医
療
医
師
確
保
修
学
資

金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

四

○
福
島
県
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金

貸
与
条
例
施
行
規
則

一
一



掛
金
払
込
期
間

口
数
追
加
加
入
日

( 口
数
追
加
加
入
の
効
力
発
生
の
日
)

口
数
追
加
加
入

者
の
扶
養
す
る

心
身
障
害
者

口
数
追
加
加
入

者

生
年
月
日

ふ
り
が
な

氏
名

生
年
月
日

ふ
り
が
な

氏
名

年
月

日
～

年
月

日

年
月

日

年
月

日

年
月

日

加
入

番
号

第
号

第
九
号
様
式(

表
面)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
９
号
様
式
(第
２
条
関
係
)

(表
面
)

福
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度

口
数

追
加

証
書

あ
な
た
は
､
福
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
(昭
和
45年
福
島
県
条
例
第
13号
)
の
規

定
に
基
づ
き
下
記
の
と
お
り
福
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
の
口
数
を
追
加
し
て
い
る
こ
と
を

証
し
ま
す
｡
年

月
日

福
島
県
知
事

印□

第
九
号
様
式(

裏
面)

９
中｢県

保
健
福
祉
部
自
立
支
援
領
域
障
害
者
支
援
グ
ル
ー
プ
｣

を｢県
保

健
福
祉
部
自
立
支
援
総
室
障
が
い
福
祉
課
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
改
正
規
定
並
び
に

第
一
号
様
式
、
第
二
号
様
式
、
第
五
号
様
式
、
第
八
号
様
式
及
び
第
九
号
様
式
の
改
正
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

障
が
い
福
祉
課)

福
島
県
規
則
第
三
十
三
号

福
島
県
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則(

平
成
十
八
年
福
島
県
規
則
第
七
十
六
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
五
号(

そ
の
一)

備
考
２
中｢�

小
腸
に
関
す
る
医
療

�
歯
科
矯
正
に
関
す

�
免
疫
に
関
す
る
医
療

｢�
小
腸
に
関
す
る
医
療

�
肝
臓
移
植
に
関
す
る
医
療

る
医
療

�
肝
臓
移
植
術
後
の
抗
免
疫
療

�
歯
科
矯
正
に
関
す
る
医
療

に
改
め
、
同
様

｣

を

法
に
よ
る
医
療

�
免
疫
に
関
す
る
医
療

｣

式(

そ
の
一)

別
紙
一
備
考
５
中｢別

紙
証
明
書
３
｣

を｢別
紙
証
明
書
４
｣

に
、｢別

紙
証
明
書
４
｣

を｢別
紙
証
明
書
５
｣

に
改
め
、
同
様
式(

そ
の
一)

別
紙
一
備
考
５
を
同
様
式(

そ
の
一)

別
紙
一

備
考
６
と
し
、
同
様
式(

そ
の
一)

別
紙
一
備
考
４
中｢心

臓
移
植
術
後
の
抗
免
疫
療
法
に
よ
る
医
療
｣

の
次
に｢又

は
肝
臓
移
植
術
後
の
抗
免
疫
療
法
に
よ
る
医
療
｣

を
加
え
、｢心

臓
移
植
術
後
の
抗
免
疫

療
法
に
関
す
る
臨
床
実
績
証
明
書
(別
紙
証
明
書
２
｣

を｢心
臓
移
植
術
後
の
抗
免
疫
療
法
(肝
臓
移

植
術
後
の
抗
免
疫
療
法
)
に
関
す
る
臨
床
実
績
証
明
書
(別
紙
証
明
書
３
｣

に
改
め
、
同
様
式(

そ
の

一)

別
紙
一
備
考
４
を
同
様
式(

そ
の
一)

別
紙
一
備
考
５
と
し
、
同
様
式(

そ
の
一)

別
紙
一
備
考

３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
心
臓
移
植
に
関
す
る
医
療
､
腎 じ
ん移
植
に
関
す
る
医
療
､
肝
臓
移
植
に
関
す
る
医
療
又
は
歯

科
矯
正
に
関
す
る
医
療
を
担
当
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
､
心
臓
移
植
(腎 じ
ん移
植
・
肝
臓
移
植
・

歯
科
矯
正
)
に
関
す
る
臨
床
実
績
証
明
書
(別
紙
証
明
書
２
)
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
｡

様
式
第
五
号

(

そ
の
一)

別
紙
証
明
書
四
を
同
様
式

(

そ
の
一)

別
紙
証
明
書
五
と
し
、
同
様
式

(

そ
の
一)

別
紙
証
明
書
三
を
同
様
式(

そ
の
一)

別
紙
証
明
書
四
と
し
、
同
様
式(

そ
の
一)

別
紙

証
明
書
二(

そ
の
一)

中｢心
臓
移
植
術
後
の
抗
免
疫
療
法
に
関
す
る
臨
床
実
績
証
明
書
｣

を｢心
臓

移
植
術
後
の
抗
免
疫
療
法
(肝
臓
移
植
術
後
の
抗
免
疫
療
法
)
に
関
す
る
臨
床
実
績
証
明
書
｣

に
、

｢
｢

心
臓
移
植
術
後
の
抗
免
疫
療
法

を

心
臓
移
植
術
後
の
抗
免
疫
療
法
(肝
臓
移

｣
植
術
後
の
抗
免
疫
療
法
)

｢
｢

に
、

心
臓
移
植
術

を

心
臓
移
植
術
(肝
臓
移
植
術
)

｣
｣

に
改
め
、
同
様
式(

そ
の
一)

別
紙
証
明
書
二(

そ
の
一)

備
考
２
中｢心

臓
移
植
術

｣
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主
た
る
担
当
医
師
の
氏
名

指
定
申
請
に
係
る
医
療
機
関
名

年
月

日

年
月

日

年
月

日

年
月

日

年
月

日

年
月

日

年
月

日

移
植
等
実
施
日

患
者
性
別

年
齢

実
施
医
療
機
関
名

摘
要

後
の
抗
免
疫
療
法
｣

の
次
に｢又

は
肝
臓
移
植
術
後
の
抗
免
疫
療
法
｣

を
加
え
、
同
様
式(

そ
の
一)

別
紙
証
明
書
二(

そ
の
一)

備
考
３
中｢こ

れ
ま
で
に
心
臓
移
植
術
後
の
抗
免
疫
療
法
｣

の
次
に｢又

は
肝
臓
移
植
術
後
の
抗
免
疫
療
法
｣

を
、｢医

師
に
心
臓
移
植
術
｣

の
次
に｢又

は
肝
臓
移
植
術
｣

を

加
え
、｢心

臓
移
植
術
に
｣

を｢心
臓
移
植
術
又
は
肝
臓
移
植
術
に
｣

に
改
め
、｢心

臓
移
植
実
施
施

設
｣

の
次
に｢又

は
肝
臓
移
植
実
施
施
設
｣

を
加
え
、｢心

臓
移
植
術
及
び
心
臓
移
植
術
後
の
抗
免
疫

療
法
｣

を｢心
臓
移
植
術
又
は
肝
臓
移
植
術
及
び
心
臓
移
植
術
後
の
抗
免
疫
療
法
又
は
肝
臓
移
植
術
後

の
抗
免
疫
療
法
｣

に
、｢あ

わ
せ
て
｣

を｢併
せ
て
｣

に
改
め
、
同
様
式(

そ
の
一)

別
紙
証
明
書
二

(

そ
の
一)

備
考
４
中｢心

臓
移
植
術
及
び
心
臓
移
植
術
後
の
抗
免
疫
療
法
｣

を｢心
臓
移
植
術
又
は

肝
臓
移
植
術
及
び
心
臓
移
植
術
後
の
抗
免
疫
療
法
又
は
肝
臓
移
植
術
後
の
抗
免
疫
療
法
｣

に
改
め
、
同

様
式(

そ
の
一)

別
紙
証
明
書
二(

そ
の
二)

中｢心
臓
移
植
術
後
の
抗
免
疫
療
法
に
関
す
る
臨
床
実

績
証
明
書
｣

を｢心
臓
移
植
術
後
の
抗
免
疫
療
法
(肝
臓
移
植
術
後
の
抗
免
疫
療
法
)
に
関
す
る
臨
床

｢
｢

実
績
証
明
書
｣

に
、

心
臓
移
植
術

を

心
臓
移
植
術
(肝
臓

｣

｢
｢

移
植
術
)

に
、

心
臓
移
植
術
後
の
抗
免
疫
療
法

を

心
臓
移
植

｣
｣

植
術
後
の

術
後
の
抗
免
疫
療
法
(肝
臓
移

に
改
め
、
同
様
式(

そ
の
一)
別
紙
証
明
書
二(

そ
の
二)

備
考

抗
免
疫
療
法
)

｣

２
中｢心

臓
移
植
術
後
の
抗
免
疫
療
法
｣

の
次
に｢又
は
肝
臓
移
植
術
後
の
抗
免
疫
療
法
｣

を
加
え
、

同
様
式(

そ
の
一)

別
紙
証
明
書
二(

そ
の
二)

備
考
３
中｢心

臓
移
植
術
及
び
心
臓
移
植
術
後
の
抗

免
疫
療
法
｣

を｢心
臓
移
植
術
又
は
肝
臓
移
植
術
及
び
心
臓
移
植
術
後
の
抗
免
疫
療
法
又
は
肝
臓
移
植

術
後
の
抗
免
疫
療
法
｣

に
改
め
、｢心

臓
移
植
実
施
施
設
｣

の
次
に｢又

は
肝
臓
移
植
実
施
施
設
｣

を

加
え
、｢あ

わ
せ
て
｣

を｢併
せ
て
｣

に
改
め
、
同
様
式(

そ
の
一)

別
紙
証
明
書
二(
そ
の
二)

備

考
４
中｢心

臓
移
植
術
及
び
心
臓
移
植
術
後
の
抗
免
疫
療
法
｣

を｢心
臓
移
植
術
又
は
肝
臓
移
植
術
及

び
心
臓
移
植
術
後
の
抗
免
疫
療
法
又
は
肝
臓
移
植
術
後
の
抗
免
疫
療
法
｣

に
改
め
、
同
様
式(
そ
の
一)

別
紙
証
明
書
二
を
同
様
式(

そ
の
一)

別
紙
証
明
書
三
と
し
、
同
様
式(

そ
の
一)

別
紙
証
明
書
一
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
紙
証
明
書
２心臓
移
植
(腎 じ
ん移
植
・
肝
臓
移
植
・
歯
科
矯
正
)
に
関
す
る
臨
床
実
績
証
明
書

臨
床
実
績

上
記
の
と
お
り
相
違
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
｡

年
月

日
医
療
機
関
名

氏
名

�

備
考１

｢指
定
申
請
に
係
る
医
療
機
関
名
｣
欄
に
は
､
正
式
名
称
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
｡

２
｢主
た
る
担
当
医
師
の
氏
名
｣
欄
に
は
､
心
臓
移
植
､
腎 じ
ん移
植
､
肝
臓
移
植
又
は
歯
科
矯

正
に
関
す
る
医
療
を
主
と
し
て
担
当
す
る
医
師
の
氏
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
｡

３
臨
床
実
績
を
証
明
す
る
欄
に
は
､
次
に
掲
げ
る
医
療
の
種
類
に
応
じ
て
定
め
る
症
例
数
以

上
の
症
例
を
､
直
近
時
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
｡
記
入
す
る
欄
が
不
足
す

る
場
合
は
､
適
宜
欄
を
設
け
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
｡

�
心
臓
移
植
１
例

�
腎 じ
ん

移
植
３
例

�
肝
臓
移
植
(生
体
部
分
肝
移
植
術
又
は
同
種
死
体
肝
移
植
術
)
３
例

�
歯
科
矯
正
(口
唇
裂
､
口
蓋 が
い裂
等
の
形
成
術
)
５
例

４
｢摘
要
｣
欄
に
は
､
肝
臓
移
植
に
あ
っ
て
は
生
体
部
分
肝
移
植
術
と
同
種
死
体
肝
移
植
術

の
別
を
､
歯
科
矯
正
に
あ
っ
て
は
具
体
的
な
手
術
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
｡

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
五
号(

そ
の
一)

別
紙
証
明
書
二(

そ
の
一)

備
考
３
の
改
正
規
定(

｢あ
わ
せ
て
｣

を｢併
せ
て
｣

に
改
め
る
部
分

平成22年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第20号3



に
限
る
。)

及
び
同
様
式(

そ
の
一)

別
紙
証
明
書
二(

そ
の
二)

備
考
３
の
改
正
規
定(

｢あ
わ

せ
て
｣

を｢併
せ
て
｣

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。)

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則

(
以
下｢

改
正
前
の
規
則｣

と
い
う
。)

様
式
第
五
号(

そ
の
一)

に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機

関(
育
成
医
療
・
更
生
医
療)

指
定
申
請
書
は
、
改
正
後
の
福
島
県
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則

様
式
第
五
号(

そ
の
一)

に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関(

育
成
医
療
・
更
生
医
療)

指
定
申
請

書
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
様
式
第
五
号
に
よ
る
用
紙
は
、
所

要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

障
が
い
福
祉
課)

福
島
県
規
則
第
三
十
四
号

福
島
県
へ
き
地
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

福
島
県
へ
き
地
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
六
年
福
島
県
規
則
第
六
十

一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

福
島
県
へ
き
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則

第
一
条
中｢

福
島
県
へ
き
地
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例｣

を｢

福
島
県
へ
き
地
医
療
等
医

師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例｣

に
、｢

第
二
条｣

を｢

第
二
条
第
一
項｣

に
、｢

へ
き
地
医
療
医
師
確

保
修
学
資
金
貸
与
申
請
書｣

を｢

へ
き
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
申
請
書｣

に
改
め
、
同
条

第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
五
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

第
二
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中｢

第
二
条
第
三
号｣

を｢

第
二
条
第
一
項
第
三
号｣

に
改
め
、
同

条
第
三
号
中｢

第
二
条
第
三
号｣

を｢

第
二
条
第
一
項
第
三
号｣

に
、｢

第
二
条
第
一
号｣

を｢

第
二

条
第
一
項
第
一
号｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中｢

へ
き
地
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金｣

を｢

へ
き
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

こ
れ｣

を｢

こ
れ
ら｣

に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
中｢

へ
き
地
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
決
定
通
知
書(

様
式
第
三
号)
又
は
へ

き
地
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
不
承
認
決
定
通
知
書(

様
式
第
四
号)

｣

を｢

へ
き
地
医
療
等
医

師
確
保
修
学
資
金
貸
与
決
定
通
知
書(

様
式
第
二
号)

又
は
へ
き
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与

不
承
認
決
定
通
知
書(

様
式
第
三
号)

｣

に
改
め
る
。

第
六
条
の
見
出
し
を｢

(

へ
き
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
借
用
証
書
の
提
出)

｣

に
改
め
、
同

条
中｢

へ
き
地
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
借
用
証
書(

様
式
第
五
号)

｣

を｢

へ
き
地
医
療
等
医
師
確

保
修
学
資
金
借
用
証
書(

様
式
第
四
号)

｣

に
改
め
る
。

第
七
条
中｢

へ
き
地
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
返
還
債
務
免
除
申
請
書(

様
式
第
六
号)

｣

を｢

へ

き
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
返
還
債
務
免
除
申
請
書(

様
式
第
五
号)

｣

に
改
め
る
。

第
八
条
中｢

へ
き
地
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
返
還
方
法
変
更
承
認
申
請
書(

様
式
第
七
号)

｣

を

｢

へ
き
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
返
還
方
法
変
更
承
認
申
請
書(

様
式
第
六
号)

｣

に
改
め
る
。

第
九
条
中｢

へ
き
地
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
返
還
債
務
履
行
猶
予
申
請
書(

様
式
第
八
号)

｣

を

｢

へ
き
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
返
還
債
務
履
行
猶
予
申
請
書(

様
式
第
七
号)

｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
十
号
中｢

対
象
医
療
機
関
の
医
師(

常
時
勤
務
す
る
者
に
限
り
、
か
つ
、
臨
床

研
修
に
従
事
し
て
い
る
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。)

｣

を｢

対
象
医
療
機
関
医
師｣

に
、｢

当
該
対
象

医
療
機
関
の
医
師｣

を｢

当
該
対
象
医
療
機
関
医
師｣

に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

条
例
第
六
条
に
規
定
す
る
後
期
研
修
又
は
条
例
第
七
条
第
一
号
に
規
定
す
る
医
学
に
係
る
研

究(

第
十
二
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
を｢

後
期
研
修
等｣

と
い
う
。)

に
従
事
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

第
十
一
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

２

契
約
の
相
手
方
は
、
修
学
資
金
の
貸
与
を
辞
退
す
る
と
き
は
、
へ
き
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資

金
貸
与
辞
退
届
出
書(

様
式
第
八
号)

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
中

｢

条
例
第
七
条
第
一
号
に
規
定
す
る
医
学
に
係
る
研
究｣

を

｢

後
期
研
修
等｣

に
、

｢

医
学
研
究
従
事
届｣

を｢

後
期
研
修
等
従
事
届｣

に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第１号 (第１条関係)
(表)

へき地医療等医師確保修学資金貸与申請書
年 月 日

福島県知事

へき地医療等医師確保修学資金の貸与を受けたいので､ 福島県へき地医療等医師確保修学資金貸与条例第２条の規
定により､ 下記のとおり申請します｡

記

備考 用紙の大きさは､ 日本工業規格Ａ列４番とし､ 縦長にして用いること｡

申

請

者

ふ り が な
生年月日 年 月 日

氏 名 � 年 齢 満 歳 性別 男・女

現 住 所
郵便番号 ( ) 電話番号 ( )

帰省先住所
郵便番号 ( ) 電話番号 ( )

貸 与
申請額

修 学 資 金 月 額 235,000円
入学金に相当する額 円

貸 与
期 間

年 月 日から
年 月 日まで

大

学

名

等

名 称

学部・学科 学部 学科 学年 年

所 在 地
郵便番号 ( ) 電話番号 ( )

入 学 年 月 年 月 卒業見込年月 年 月

家

族

の

状

況

ふりがな
氏 名

続柄 年齢 職 業 勤 務 先
年 収
(税込み)

住 所
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(裏)

上記の申請について同意します｡

親権者又は未成年後見人 住 所
氏 名 �

上記の申請により修学資金の貸与を受けたときは､ 申請者の債務を履行することを保証します｡
保証人 住 所

氏 名 �

保証人 住 所
氏 名 �

備考 親権者又は未成年後見人の同意に関する部分は､ 申請者が未成年者である場合にのみ記入すること｡

保

証

人

ふ り が な
生年月日 年 月 日

氏 名 � 年 齢 満 歳 性別 男・女

現 住 所
郵便番号 ( ) 電話番号 ( )

職 業 年収(税込み)

勤 務 先 申請者との関係

保

証

人

ふ り が な
生年月日 年 月 日

氏 名 � 年 齢 満 歳 性別 男・女

現 住 所
郵便番号 ( ) 電話番号 ( )

職 業 年収(税込み)

勤 務 先 申請者との関係

申 請 の 理 由

他の奨学金等を受けている場合は､ その名称



様
式
第
２
号
(第
４
条
関
係
)

へ
き
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
決
定
通
知
書
年

月
日

様
福
島
県
知
事

印□

年
月

日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
へ
き
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
の
貸
与

に
つ
い
て
､
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
｡

記
１
決
定
番
号

年
度
第

号

２
決
定
金
額

修
学
資
金
月
額

235,000円
入
学
金
に
相
当
す
る
額

円

３
貸
与
期
間

年
月
か
ら

年
月
ま
で

４
貸
与
条
件
福
島
県
へ
き
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
(平
成
16年
福
島
県
条
例

第
59号

)
及
び
福
島
県
へ
き
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則

(平
成
16年
福
島
県
規
則
第
61号
)
の
規
定
を
遵
守
す
る
こ
と
｡

様
式
第
三
号
を
削
る
。

様
式
第
四
号
中｢へ

き
地
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
不
承
認
決
定
通
知
書
｣

を｢へ
き
地
医
療

等
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
不
承
認
決
定
通
知
書
｣

に
、｢へ

き
地
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
の
｣

を

｢へ
き
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
の
｣

に
、｢通
知
し
ま
す
｣

を｢お
知
ら
せ
し
ま
す
｣

に
改
め
、

同
様
式
を
様
式
第
三
号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
４
号
(第
６
条
関
係
)へき
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
借
用
証
書

年
月

日
福
島
県
知
事

決
定
番
号

年
度
第

号
被
貸
与
者
住

所
ふ
り
が
な

氏
名

�

へ
き
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
､
下
記
の
金
額
を
借
用
し
ま
し
た
｡

借
用
金
額

円

上
記
の
借
用
金
額
に
関
す
る
被
貸
与
者
の
債
務
に
つ
い
て
､
被
貸
与
者
の
債
務
を
履
行
す
る
こ
と

を
保
証
し
ま
す
｡

年
月

日
保
証
人
住

所
ふ
り
が
な

氏
名

�

保
証
人
住

所
ふ
り
が
な

氏
名

�

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
し
､
縦
長
に
し
て
用
い
る
こ
と
｡

様
式
第
五
号
を
削
る
。

様
式
第
六
号
表�
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第６号 (第７条関係)
(表)

へき地医療等医師確保修学資金返還債務免除申請書
年 月 日

福島県知事

申請者 住 所
ふりがな
氏 名 �

被貸与者との関係

下記のとおりへき地医療等医師確保修学資金の返還の債務の免除を受けたいので､ 別紙証明書類を添えて申請しま
す｡

記

備考
１ ｢被貸与者の氏名｣ の欄は､ 申請者が被貸与者でない場合にのみ記入すること｡
２ ｢該当事項｣ の欄は､ 該当する番号を○で囲むこと｡
３ 用紙の大きさは､ 日本工業規格Ａ列４番とし､ 縦長にして用いること｡

修 学 資 金 貸 与 決 定 番 号 年度 第 号

被 貸 与 者 の 氏 名

貸 与 を 受 け た 期 間 年 月から 年 月まで

貸 与 を 受 け た 金 額 円

返還免除を希望する金額 円

該

当

事

項

１ 対象医療機関医師としての勤務に従事した期間のうち休職､ 停職､ 育児休業その他の事由により従事し
なかった期間を除いた期間が修学資金の貸与を受けた期間に達したため (条例第６条第１号又は条例第７
条第１号に該当)
２ 業務上の事由により死亡し､ 又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなっ
たため (条例第６条第２号又は条例第７条第２号に該当)
３ 条例第８条第１項第４号から第６号までに掲げる場合のいずれかに該当するに至ったことにより同項の
規定による返還をすることとなったため (条例第９条第１号に該当)
４ 死亡又は心身の故障その他やむを得ない事由により貸与を受けた修学資金を返還することができなくなっ
たため (条例第９条第２号に該当)

説

明

(上記２から４までに該当する場合の具体的理由)



様
式
第
六
号
を
様
式
第
五
号
と
す
る
。

様
式
第
七
号
中｢へ

き
地
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
返
還
方
法
変
更
承
認
申
請
書
｣

を｢へ
き
地
医

｢申
請
者
住

所
氏

名
ふ

り
が

な

療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
返
還
方
法
変
更
承
認
申
請
書
｣

に
、

保
証
人
住

所
氏

名
ふ

り
が

な

保
証
人
住

所
氏

名
ふ

り
が

な

�
を｢申

請
者
住

所

に
、

�
氏

名
ふ

り
が

な

�
｣

�
｣

｢へ
き
地
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
の
｣

を｢へ
き
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
の
｣

に
改
め
、
同

様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
し
､
縦
長
に
し
て
用
い
る
こ
と
｡

様
式
第
七
号
を
様
式
第
六
号
と
す
る
。

様
式
第
八
号
中｢へ

き
地
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
返
還
債
務
履
行
猶
予
申
請
書
｣

を｢へ
き
地
医

療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
返
還
債
務
履
行
猶
予
申
請
書
｣

に
、｢へ
き
地
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
の
｣

を｢へ
き
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
の
｣

に
、｢理
由
｣
を｢猶

予
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由
｣

に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
し
､
縦
長
に
し
て
用
い
る
こ
と
｡

様
式
第
八
号
を
様
式
第
七
号
と
し
、
様
式
第
九
号
の
前
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
８
号
(第
11条
関
係
)

へ
き
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
辞
退
届
出
書
年

月
日

福
島
県
知
事

決
定
番
号

年
度
第

号
届
出
者
住

所
ふ
り
が
な

氏
名

�

へ
き
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
を
辞
退
す
る
の
で
､
下
記
の
と
お
り

届
け
出
ま
す
｡

記
貸
与
を
辞
退
す
る
理
由

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
し
､
縦
長
に
し
て
用
い
る
こ
と
｡

様
式
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第９号 (第11条関係)
保証人変更承認申請書

年 月 日

福島県知事

決定番号 年度 第 号
申請者 住 所

ふりがな
氏 名 �

下記により､ へき地医療等医師確保修学資金の貸与に係る保証人を変更したいので承認してください｡
記

旧保証人 に代わって､ 申請者が返還債務を履行しない場合には､ その債務を履行することを保証します｡
年 月 日

新保証人 住 所

氏 名 �

備考 用紙の大きさは､ 日本工業規格Ａ列４番とし､ 縦長にして用いること｡

新

保

証

人

ふ り が な
生年月日 年 月 日

氏 名 � 年 齢 満 歳 性別 男・女

現 住 所
郵便番号 ( ) 電話番号 ( )

職 業 年収(税込み)

勤 務 先 申請者との関係

変 更 し よ う
と す る 理 由



様
式
第
十
号
中｢医

学
研
究
従
事
届
｣

を｢後
期
研
修
等
従
事
届
｣

に
、｢医

学
に
係
る
研
究
｣

を

｢後
期
研
修
(医
学
に
係
る
研
究
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
し
､
縦
長
に
し
て
用
い
る
こ
と
｡

様
式
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
１
１
号
(第
13条
関
係
)

現
況
報
告
書

年
月

日
福
島
県
知
事

決
定
番
号

年
度
第

号
申
請
者
住

所
氏

名
ふ

り
が

な
印□

年
４
月
１
日
現
在
の
状
況
に
つ
い
て
､
下
記
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
｡

記
１
臨
床
研
修
に
従
事
し
て
い
ま
す
｡

�
病
院
の
名
称

�
病
院
の
所
在
地

２
対
象
医
療
機
関
に
勤
務
し
て
い
ま
す
｡

�
対
象
医
療
機
関
の
名
称

�
対
象
医
療
機
関
の
所
在
地

３
後
期
研
修
に
従
事
し
て
い
ま
す
｡

�
病
院
の
名
称

�
病
院
の
所
在
地

４
医
学
に
係
る
研
究
に
従
事
し
て
い
ま
す
｡

�
研
究
機
関
の
名
称

�
研
究
機
関
の
所
在
地

�
研
究
機
関
に
お
け
る
身
分

５
そ
の
他

備
考１
１
か
ら
４
ま
で
の
う
ち
該
当
す
る
番
号
を
○
で
囲
み
､
所
要
事
項
を
記
入
す
る
こ
と
｡

２
臨
床
研
修
､
後
期
研
修
又
は
医
学
に
係
る
研
究
に
従
事
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
､
そ

の
旨
を
証
す
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
｡

３
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
し
､
縦
長
に
し
て
用
い
る
こ
と
｡

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
第
二
項
の
改
正
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

医
療
看
護
課)

福
島
県
規
則
第
三
十
五
号

福
島
県
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則

(

規
則
で
定
め
る
機
関)

第
一
条

福
島
県
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例(

平
成
二
十
二
年
福
島
県
条
例
第
十
七
号
。

以
下｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
二
条
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
機
関
と
す
る
。

一

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
が
県
内
に
設
置
す
る
病
院
又
は
診
療
所

二

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
が
県
内
に
設
置
す
る
病
院
又
は
診
療
所

三

福
島
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
が
県
内
に
設
置
す
る
病
院
又
は
診
療
所

四

社
会
福
祉
法
人
恩
賜
財
団
済
生
会
が
県
内
に
設
置
す
る
病
院
又
は
診
療
所

五

日
本
赤
十
字
社
が
県
内
に
設
置
す
る
病
院
又
は
診
療
所

六

国
が
設
置
し
、
社
団
法
人
全
国
社
会
保
険
協
会
連
合
会(

昭
和
二
十
七
年
十
二
月
十
七
日
に
社

団
法
人
全
国
社
会
保
険
協
会
連
合
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)

が
運
営
を
行

う
県
内
の
病
院
又
は
診
療
所

七

知
事
が
地
域
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
及
び
周
産
期
医
療
協
力
施
設
と
し
て
認
定
す
る
病
院

八

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
県
内
の
病
院(

公
立
大
学
法
人
福
島
県
立
医
科
大
学
が
設
置

す
る
福
島
県
立
医
科
大
学
に
置
か
れ
た
附
属
病
院
を
除
く
。)

九

厚
生
労
働
大
臣
が
地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
と
し
て
指
定
す
る
県
内
の
病
院

(

貸
与
の
申
請
手
続)

第
二
条

条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸

与
申
請
書(

様
式
第
一
号)

に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
申
請
を
す
る
日
の
属
す
る
年
度
に
指
定
大
学
に
入
学
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号

に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一

指
定
大
学
の
学
業
成
績
証
明
書

二

指
定
大
学
の
医
学
を
履
修
す
る
課
程
に
在
学
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

三

履
歴
書

(

保
証
人)

第
三
条

地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金(

以
下｢

修
学
資
金｣

と
い
う
。)

の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
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す
る
者
は
、
保
証
人
二
人
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
保
証
人
の
う
ち
、
一
人
は
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
親
族(

修
学
資
金

の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
親
権
者
、
未
成
年
後
見
人

又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
者
と
知
事
が
認
め
た
者)

と
し
、
他
の
一
人
は
成
年
者
で
あ
っ
て
独
立
の
生

計
を
営
み
、
か
つ
、
修
学
資
金
の
返
還
の
責
め
を
負
う
こ
と
が
で
き
る
程
度
の
資
力
を
有
す
る
も
の

と
す
る
。

(

選
考
及
び
決
定
の
通
知)

第
四
条

修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
る
者
の
選
考
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
類
の
審

査
及
び
面
接
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

知
事
は
、
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
る
者
の
選
考
を
行
っ
た
と
き
は
、
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学

資
金
貸
与
決
定
通
知
書(
様
式
第
二
号)

又
は
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
不
承
認
決
定
通

知
書(

様
式
第
三
号)

に
よ
り
そ
の
結
果
を
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
面
接
は
、
知
事
が
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
場
合
は
、
省
略
す
る
こ
と
が
あ
る
。

(

貸
与
契
約
の
解
除
の
通
知)

第
五
条

知
事
は
、
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
修
学
資
金
の
貸
与
契
約(

以
下｢

契
約｣

と

い
う
。)

を
解
除
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
契
約
の
相
手
方
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

(

地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
借
用
証
書
の
提
出)

第
六
条

修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
は
、
修
学
資
金
の
貸
与
期
間
が
満
了
し
た
と
き
又
は
条
例
第

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
を
解
除
さ
れ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
貸
与
を
受
け
た
修
学
資
金
の

全
額
に
つ
い
て
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
借
用
証
書(
様
式
第
四
号)

を
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

(

返
還
債
務
の
免
除
の
申
請
手
続)

第
七
条

条
例
第
七
条
、
第
八
条
又
は
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
返
還
債
務
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
返
還
債
務
免
除
申
請
書(

様
式
第
五
号)

に
条
例
第
七
条
各

号
、
第
八
条
各
号
又
は
第
十
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
、
知

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

返
還
方
法
の
変
更
承
認
の
申
請
手
続)

第
八
条

条
例
第
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
別
に
期
限
を
定
め
て
、
又
は
分
割
し
て
返
還

す
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
は
、
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二

十
日
以
内
に
、
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
返
還
方
法
変
更
承
認
申
請
書(

様
式
第
六
号)
を
知

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

返
還
債
務
の
履
行
猶
予
の
申
請
手
続)

第
九
条

条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
返
還
債
務
の
履
行
の
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
地
域

医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
返
還
債
務
履
行
猶
予
申
請
書(

様
式
第
七
号)

に
同
条
の
災
害
、
疾
病
そ

の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
存
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

(

学
業
成
績
証
明
書
の
提
出)

第
十
条

修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
者
は
、
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
始
め
た
年
の
翌
年
か
ら

貸
与
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の
間
、
毎
年
四
月
三
十
日
ま
で
に
前
学
年
に
お
け
る
学
業
成
績
証
明
書

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

届
出)

第
十
一
条

契
約
の
相
手
方
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を

記
載
し
た
文
書
に
こ
れ
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
、
直
ち
に
、
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
住
所
を
変
更
し
た
と
き
。

二

退
学
し
た
と
き
。

三

修
学
に
堪
え
な
い
程
度
の
心
身
の
故
障
を
生
じ
た
と
き
。

四

休
学
し
、
又
は
停
学
の
処
分
を
受
け
た
と
き
。

五

復
学
し
た
と
き
。

六

保
証
人
の
氏
名
、
住
所
又
は
職
業
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
。

七

保
証
人
が
死
亡
し
た
と
き
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
そ
の
他
保
証
人
と
し
て
適
当
で
な
い
事

由
が
生
じ
た
と
き
。

八

医
師
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
医
師
免
許
証
の
交
付
を
受
け

た
と
き
。

九

臨
床
研
修
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
と
き
及
び
当
該
臨
床
研
修
に
従
事
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

十

後
期
研
修
又
は
条
例
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
医
学
に
係
る
研
究(

第
十
二
条
に
お

い
て
こ
れ
ら
を｢

後
期
研
修
等｣

と
い
う
。)

に
従
事
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

十
一

公
的
医
療
機
関
医
師
と
し
て
の
勤
務
に
従
事
し
た
と
き
及
び
当
該
公
的
医
療
機
関
医
師
と
し

て
の
勤
務
に
従
事
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

２

契
約
の
相
手
方
は
、
修
学
資
金
の
貸
与
を
辞
退
す
る
と
き
は
、
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸

与
辞
退
届
出
書(

様
式
第
八
号)

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

契
約
の
相
手
方
は
、
保
証
人
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
保
証
人
変
更
承
認
申
請
書(

様
式

第
九
号)

を
知
事
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

契
約
の
相
手
方
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
の
相
続
人
又
は
保
証
人
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た

文
書
に
こ
れ
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
、
直
ち
に
、
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

後
期
研
修
等
従
事
届
の
提
出)

第
十
二
条

契
約
の
相
手
方
は
、
後
期
研
修
等
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
後
期
研
修
等
従
事
届

(

様
式
第
十
号)

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

現
況
報
告
書
の
提
出)

第
十
三
条

契
約
の
相
手
方
は
、
指
定
大
学
を
卒
業
し
た
日
か
ら
修
学
資
金
の
返
還
債
務
の
全
部
を
免

除
さ
れ
、
又
は
返
還
債
務
の
履
行
を
終
え
る
日
ま
で
の
間
、
毎
年
四
月
十
五
日
ま
で
に
、
同
月
一
日

現
在
の
状
況
を
現
況
報
告
書(

様
式
第
十
一
号)

に
よ
り
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成22年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第20号 12
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様式第１号 (第２条関係)
(表)

地域医療医師確保修学資金貸与申請書
年 月 日

福島県知事

地域医療医師確保修学資金の貸与を受けたいので､ 福島県地域医療医師確保修学資金貸与条例第３条の規定により､
下記のとおり申請します｡

記

備考 用紙の大きさは､ 日本工業規格Ａ列４番とし､ 縦長にして用いること｡

申

請

者

ふ り が な
生年月日 年 月 日

氏 名 � 年 齢 満 歳 性別 男・女

現 住 所
郵便番号 ( ) 電話番号 ( )

帰省先住所
郵便番号 ( ) 電話番号 ( )

貸 与
申請額

修 学 資 金 月 額 235,000円
入学金に相当する額 円

貸 与
期 間

年 月 日から
年 月 日まで

指

定

大

学

名

等

名 称

学部・学科 学部 学科 学年 年

所 在 地
郵便番号 ( ) 電話番号 ( )

入 学 年 月 年 月 卒業見込年月 年 月

家

族

の

状

況

ふりがな
氏 名

続柄 年齢 職 業 勤 務 先
年 収
(税込み)

住 所
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(裏)

上記の申請について同意します｡

親権者又は未成年後見人 住 所
氏 名 �

上記の申請により修学資金の貸与を受けたときは､ 申請者の債務を履行することを保証します｡
保証人 住 所

氏 名 �

保証人 住 所
氏 名 �

備考 親権者又は未成年後見人の同意に関する部分は､ 申請者が未成年者である場合にのみ記入すること｡

保

証

人

ふ り が な
生年月日 年 月 日

氏 名
年 齢 満 歳 性別 男・女

現 住 所
郵便番号 ( ) 電話番号 ( )

職 業 年収(税込み)

勤 務 先 申請者との関係

保

証

人

ふ り が な
生年月日 年 月 日

氏 名
年 齢 満 歳 性別 男・女

現 住 所
郵便番号 ( ) 電話番号 ( )

職 業 年収(税込み)

勤 務 先 申請者との関係

申 請 の 理 由

他の奨学金等を受けている場合は､ その名称



様
式
第
２
号
(第
４
条
関
係
)
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
決
定
通
知
書

年
月

日
様

福
島
県
知
事

印□

年
月

日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
の
貸
与
に
つ

い
て
､
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
｡

記
１
決
定
番
号

年
度
第

号

２
決
定
金
額

修
学
資
金
月
額

235,000円
入
学
金
に
相
当
す
る
額

円

３
貸
与
期
間

年
月
か
ら

年
月
ま
で

４
貸
与
条
件
福
島
県
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
(平
成
22年
福
島
県
条
例
第
17

号
)
及
び
福
島
県
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
(平
成
22年

福
島
県
規
則
第
35号
)
の
規
定
を
遵
守
す
る
こ
と
｡

様
式
第
３
号
(第
４
条
関
係
)

地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
不
承
認
決
定
通
知
書
年

月
日

様
福
島
県
知
事

印□

年
月

日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
の
貸
与
に
つ

い
て
は
､
不
承
認
と
決
定
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
｡

様
式
第
４
号
(第
６
条
関
係
)地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
借
用
証
書

年
月

日
福
島
県
知
事

決
定
番
号

年
度
第

号
被
貸
与
者
住

所
ふ
り
が
な

氏
名

�

地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
､
下
記
の
金
額
を
借
用
し
ま
し
た
｡

借
用
金
額

円

上
記
の
借
用
金
額
に
関
す
る
被
貸
与
者
の
債
務
に
つ
い
て
､
被
貸
与
者
の
債
務
を
履
行
す
る
こ
と

を
保
証
し
ま
す
｡

年
月

日
保
証
人
住

所
ふ
り
が
な

氏
名

�

保
証
人
住

所
ふ
り
が
な

氏
名

�

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
し
､
縦
長
に
し
て
用
い
る
こ
と
｡

平成22年３月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第20号15
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様式第５号 (第７条関係)
(表)

地域医療医師確保修学資金返還債務免除申請書

年 月 日
福島県知事

申請者 住 所
ふりがな
氏 名 �

被貸与者との関係

下記のとおり地域医療医師確保修学資金の返還の債務の免除を受けたいので､ 別紙証明書類を添えて申請します｡
記

備考
１ ｢被貸与者の氏名｣ の欄は､ 申請者が被貸与者でない場合にのみ記入すること｡
２ ｢該当事項｣ の欄は､ 該当する番号を○で囲むこと｡
３ 用紙の大きさは､ 日本工業規格Ａ列４番とし､ 縦長にして用いること｡

修 学 資 金 貸 与 決 定 番 号 年度 第 号

被 貸 与 者 の 氏 名

貸 与 を 受 け た 期 間 年 月から 年 月まで

貸 与 を 受 け た 金 額 円

返還債務の免除を希望する金額 円

該

当

事

項

１ 公的医療機関医師としての勤務に従事した期間のうち休職､ 停職､ 育児休業その他の事由により従事し
なかった期間を除いた期間が修学資金の貸与を受けた期間の２分の３に相当する期間に達したため (条例
第７条第１号又は条例第８条第１号に該当)
２ 業務上の事由により死亡し､ 又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなっ
たため (条例第７条第２号又は条例第８条第２号に該当)
３ 条例第９条第１項第４号から第６号までに掲げる場合のいずれかに該当するに至ったことにより同項の
規定による返還をすることとなったため (条例第10条第１号に該当)
４ 死亡又は心身の故障その他やむを得ない事由により貸与を受けた修学資金を返還することができなくなっ
たため (条例第10条第２号に該当)

説

明

(上記２から４までに該当する場合の具体的な状況)
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(裏)

指

定

大

学

卒

業

後

の

状

況

卒 業 年 月 日 年 月 日卒業

医籍登録番号
登 録 年 月 日

号
年 月 日登録

期 間 就 業 場 所 等

年 月から
年 月まで

年 月から
年 月まで

年 月から
年 月まで

年 月から
年 月まで

年 月から
年 月まで

年 月から
年 月まで

年 月から
年 月まで

年 月から
年 月まで

年 月から
年 月まで

年 月から
年 月まで

年 月から
年 月まで



様
式
第
６
号
(第
８
条
関
係
)

地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
返
還
方
法
変
更
承
認
申
請
書
年

月
日

福
島
県
知
事

決
定
番
号

年
度
第

号
申
請
者
住

所
ふ
り
が
な

氏
名

�

地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
の
返
還
の
方
法
に
つ
い
て
､
下
記
の
と
お
り
変
更
し
た
い
の
で
承

認
願
い
ま
す
｡

記
１
変
更
の
内
容

２
変
更
の
理
由

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
し
､
縦
長
に
し
て
用
い
る
こ
と
｡

様
式
第
７
号
(第
９
条
関
係
)

地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
返
還
債
務
履
行
猶
予
申
請
書
年

月
日

福
島
県
知
事

決
定
番
号

年
度
第

号
申
請
者
住

所
ふ
り
が
な

氏
名

�

下
記
に
よ
り
､
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
の
返
還
の
債
務
の
履
行
を
猶
予
し
て
く
だ
さ
い
｡

記
１
貸
与
を
受
け
た
修
学
資
金
の
額

円

２
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
額

円

３
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
期
間

年
月
か
ら

年
月
ま
で

４
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
し
､
縦
長
に
し
て
用
い
る
こ
と
｡

様
式
第
８
号
(第
11条
関
係
)
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
辞
退
届
出
書

年
月

日
福
島
県
知
事

決
定
番
号

年
度
第

号
届
出
者
住

所
ふ
り
が
な

氏
名

�

地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
を
辞
退
す
る
の
で
､
下
記
の
と
お
り
届
け

出
ま
す
｡

記
貸
与
を
辞
退
す
る
理
由

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
し
､
縦
長
に
し
て
用
い
る
こ
と
｡
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様式第９号 (第11条関係)
保証人変更承認申請書

年 月 日

福島県知事

決定番号 年度 第 号
申請者 住 所

ふりがな
氏 名 �

下記により､ 地域医療医師確保修学資金の貸与に係る保証人を変更したいので承認してください｡
記

旧保証人 に代わって､ 申請者が返還債務を履行しない場合には､ その債務を履行することを保証します｡
年 月 日

新保証人 住 所

氏 名 �

備考 用紙の大きさは､ 日本工業規格Ａ列４番とし､ 縦長にして用いること｡

新

保

証

人

ふ り が な
生年月日 年 月 日

氏 名 � 年 齢 満 歳 性別 男・女

現 住 所
郵便番号 ( ) 電話番号 ( )

職 業 年収(税込み)

勤 務 先 申請者との関係

変 更 し よ う
と す る 理 由



【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

様
式
第
１
０
号
(第
12条
関
係
)

後
期
研
修
等
従
事
届

年
月

日
福
島
県
知
事

決
定
番
号

年
度
第

号
申
請
者
住

所
ふ
り
が
な

氏
名

�

下
記
に
よ
り
､
後
期
研
修
(医
学
に
係
る
研
究
)
に
従
事
し
た
い
の
で
届
け
出
ま
す
｡

記
１
後
期
研
修
(医
学
に
係
る
研
究
)
を
行
う
機
関

�
名

称

�
所
在
地

�
設
置
主
体

２
当
該
機
関
に
お
け
る
身
分

３
従
事
期
間
年

月
か
ら

年
月
ま
で

４
後
期
研
修
(医
学
に
係
る
研
究
)
の
内
容

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
し
､
縦
長
に
し
て
用
い
る
こ
と
｡

様
式
第
１
１
号
(第
13条
関
係
)

現
況
報
告
書

年
月

日
福
島
県
知
事

決
定
番
号

年
度
第

号
申
請
者
住

所
ふ
り
が
な

氏
名

�

年
４
月
１
日
現
在
の
状
況
に
つ
い
て
､
下
記
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
｡

記
１
臨
床
研
修
に
従
事
し
て
い
ま
す
｡

�
病
院
の
名
称

�
病
院
の
所
在
地

２
公
的
医
療
機
関
に
勤
務
し
て
い
ま
す
｡

�
公
的
医
療
機
関
の
名
称

�
公
的
医
療
機
関
の
所
在
地

３
後
期
研
修
に
従
事
し
て
い
ま
す
｡

�
病
院
の
名
称

�
病
院
の
所
在
地

４
医
学
に
係
る
研
究
に
従
事
し
て
い
ま
す
｡

�
研
究
機
関
の
名
称

�
研
究
機
関
の
所
在
地

�
研
究
機
関
に
お
け
る
身
分

５
そ
の
他

備
考１
１
か
ら
４
ま
で
の
う
ち
該
当
す
る
番
号
を
○
で
囲
み
､
所
要
事
項
を
記
入
す
る
こ
と
｡

２
臨
床
研
修
､
後
期
研
修
又
は
医
学
に
係
る
研
究
に
従
事
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
､
そ
の

旨
を
証
す
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
｡

３
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
し
､
縦
長
に
し
て
用
い
る
こ
と
｡

(

医
療
看
護
課)
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